
令和８年１月吉日 

役員、団体代表者 各位 

                                （公社）福岡県剣道連盟 

会長 青 柳 俊 彦 

       (公印省略) 

福岡県剣道連盟居合道部 

                              会長 井 手 友 太 

                                       (公印省略) 

福岡県居合道審査会開催について 

時下、益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。 

さて標記の件、下記の通り行いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１．日   時  令和８年３月１日 (日)  受付９：３０  開始１０：００ 

２．場   所  福岡市総合体育館 

福岡市東区香椎照葉6-1-1  電話092-410-0314 

＊役員・審査員・係員以外は９時まで入館できません。 

３．申込み方法  締切日  令和８年２月１７日（火）までに必着 

         申込先  福岡県剣道連盟居合道部 事務局 馬場 清治 宛 

              〒820－0202 嘉麻市山野1002－3 ℡090-9074-7379 

４．審査科目  

実 技 ①２級以下  全剣連居合 自由３本 

②１級・初段 全剣連居合 自由５本 

         ③二段・三段 全剣連居合の中より５本当日指定 

         ④四段・五段 古流より１本自由・ 全剣連居合の中より４本当日指定 

 

※演武時間は６分以内とし、正面の礼より計測し、正面の礼を終了し、携刀姿勢になるま

でとする。（時間超過は不合格。） 

但し、級及び初段～三段までの時間計測は参考とし、審査判定内容に反映しない。 

 

学 科 （申込書と同時に提出すること。(実技合格者のみ採点を行います)） 

    ・初段～三段 

① 日本刀の刀身及び拵えを図示し各部の名称をそれぞれ１０ヵ所以上書きなさい。 
② 全剣連居合 1本目～12本目までの業の名称を正確に述べよ。 
・四段～五段 

① 居合道試合・審判細則第7条勝敗の判定基準について述べよ。 
② 居合道指導者としての心構えについて述べよ。 

 

＊審査申込書及び解答用紙は、各団体代表者が遺漏なきことを確認の上、代表者（事務局）

名で送付願います。 

＊個人直接の申し込みは受け付けません。必ず代表者（事務局）名で送付すること。 

（1）福岡県剣道連盟居合道部が配布したＡ４版学科試験答案用紙を使用すること。 



（2）氏名・受審段位・解答を直筆・楷書で記入すること。コピー及びパソコン等による解

答の提出は禁止（不合格）とします。 

（3）設問と異なる解答をした場合は不合格とするので、十分注意すること。 

（4）学科試験・試験解答用紙の提出は審査申込書とともに提出すること。 

※学科試験に関して、解答用紙未提出、合格点に達しないものは学科試験不合格となります

のでご注意ください。 

※特例措置として審査当日に満年齢７０歳以上の者は学科審査（筆記試験）を免除する。 

 

※障がいをお持ちの方、怪我等で正座が出来ない方、怪我の為サポーター等を装着して受

審する方などの受審者は、事前に申し込み時に代表者より申請をお願いします。 

※通知 ： 必ず、所定の申込書 (Ａ４サイズ) に全剣連整理番号を記入し、誤記入、記載

漏れを代表者確認後、代表者印を押印のうえ提出して下さい。 

＊審査料納付書も合わせて添付して下さい。 

＊審査料は同封の振込用紙もしくは下記口座に振り込むこと。 

振 込 先 

 ゆうちょ銀行 口座番号 ０１７３０－３－００４５７３５ 

        加入者名 福岡県剣道連盟居合道部 

 

＊審査料納付書（A4サイズ）も申込書と一緒に送付ください。 

※審査員、係員については後日、直接本人に委嘱状を送付致します。 

【個人情報について】 ※以下を申込者に周知して下さい。 

申込書に記載される個人情報（登録件名、漢字氏名、カナ氏名、所属団体、生年月日、年齢、

称号・段位職業等）は全日本剣道連盟および地方代表団体（各都道府県剣道連盟）が実施す

る試合・審査会・講習会運営のために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の

個人情報は必要の都度、目的に合わせ公表媒体（掲示用紙、ホームページ、剣脈、剣窓等）

に公表することがある。 

更に、剣道・居合道の普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがあ

る。 

※居合道部会員で写真に撮影されては困るという方がいる場合、当日受付にて申請するよ

うに通達お願いします。 

＊本審査会では、当日の体温が３７．５度以上ある方は受審できません。 

＊マスク、面マスクの着用については、令和5年3月10日全剣連通知をご確認ください。 


